
   

 

農山漁村振興交付金（都市農村交流等）に関する事業評価の運用について 

 

 

第１ 趣旨 

本通知は、事業実施主体が行う農山漁村振興交付金のうち別表１に掲げる事業について、当

該事業の実施に当たりよるべき実施要領（以下「実施要領」という。）に基づいて事業承認者

が行う当該事業の評価（以下「事業評価」という。）の実施方法等について定めたものである。 

事業評価の実施に当たっては、農山漁村振興交付金交付等要綱（令和３年４月１日付け２農

振第 3695 号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。）及び実施要領による

ほか、本通知によるものとする。 

 

第２ 評価委員会の位置づけ 

１ 評価委員会の設置 

事業承認者は、事業評価に当たって、実施要領に基づき有識者で構成する第三者機関とし

て評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置する。 

また、評価委員会を構成する有識者については、評価委員会開催の前年度末までに選定す

るよう努める。 

２ 事業承認者による事業評価案の作成と評価委員会への提示 

事業承認者は、評価委員会による評価及び検証に供するため、事業実施主体ごとに、評価

資料の案（別紙様式第２号）、必要に応じて重点指導通知（別紙様式第３号）、重点指導結

果（別紙様式第４号）及び事業改善結果（別紙様式第６号）の案を作成し、別表２に掲げる

資料を評価委員会に提示する。 

３ 評価委員会による評価及び検証 

評価委員会は、事業承認者による事業評価がより適切なものとなるよう、事業評価の案に

基づき、事業の評価及び検証を行う。 

このとき、事業承認者は、目標の達成状況が低調である等の事業実施主体に対して重点的

な指導その他具体的な助言ができるよう、評価委員会からの意見の聴取に努める。 

なお、評価委員会の開催に当たっては、必要に応じて現地調査を実施するなど評価委員会

が実情を踏まえた評価及び検証が可能となるよう努める。また、評価委員会の機動的かつ円

滑な開催を図る観点から、オンライン会議等の活用を積極的に検討する。 

４ 事業承認者による指導・助言 

事業承認者は、３で聴取した評価委員会の意見を踏まえ、事業実施主体に対して指導・助

言を行う。 

 

第３ 事業評価の実施方法 

事業承認者は、事業実施主体から提出された「事業実施評価書」及び「事業実施計画」（以

下「計画」という。）に基づき、以下の１から３により取組の実施状況、事業実績及び事業実

施体制について、以下の４により総合的評価を行うものとする。 

１ 取組の実施状況の評価 

（１）各取組の実施状況の判定 

計画に位置付けられた各取組について、年度別実施予定数の合計に対する事業実施評

価書に記載された当該取組の年度別実績（実施数）の合計の割合を実施率として算出し、



   

   

 

次の基準により判定する。 

（判定基準） 

ａ：実施率 90％以上 

ｂ：実施率 50％以上 90％未満 

ｃ：実施率 50％未満 

なお、自然災害等やむを得ない理由により、当該年度中に全く実施できず、実施要領

に基づき計画の変更を行って、次年度以降に行うものとした取組又は中止した取組の実

施状況は、評価不能と判定し「－」と表記する。 

また、事業実施主体の判断で計画に位置付けられていない取組が行われている場合、

評価委員会の意見を聴取し、当該取組が計画に位置付けられた目標の達成に資するもの

であり、その妥当性が認められたものについては、当該取組を計画に位置付けられたも

のとみなし、その実施率を上記の基準により判定することとする。 

（２）取組の実施状況の評価 

（１）の判定結果を基に、次の基準により評価する。 

（評価基準） 

Ａ：ａ判定が半数以上を占め、かつ、ｃ判定又は「－」判定がない場合 

Ｂ：Ａ評価、Ｃ評価及び評価対象外のいずれにも該当しない場合 

Ｃ：計画等の「主要な取組」にｃ判定がある場合 

評価対象外：「－」判定のみである場合 

２ 事業実績の評価 

（１）各目標の達成状況の判定 

計画に位置付けられた各目標について、目標値に対する事業実施評価書に記載された

当該目標の実績値の割合を達成率として算出し、次の基準により判定する。 

（判定基準） 

ａ：達成率 90％以上 

ｂ：達成率 50％以上 90％未満 

ｃ：達成率 50％未満 

なお、以下の①から③までの目標については「－」と判定する。 

① １の（１）なお書きに該当する取組に係る目標 

② 施設整備の設計段階など数値目標が設定されていない場合 

③ 農山漁村振興交付金（地域資源活用価値創出対策）実施要領（令和４年４月１日

付け３農振第 2921 号農林水産省農村振興局長通知）別記１（以下「地域活性化実施

要領」という。）の第１の１の（２）のアの事業であって、交付金を交付する期間

を２年間とした場合の１年目など数値目標が設定されていない場合 

（２）事業実績の評価 

（１）の判定結果を基に、次の基準により評価する。 

（評価基準） 

Ａ：ａ判定が半数以上を占め、かつ、ｃ判定又は「－」がない場合 

Ｂ：Ａ評価、Ｃ評価及び評価対象外のいずれにも該当しない場合 

Ｃ：ｃ判定の目標がある場合 

ただし、以下①から⑥までに該当する場合には、上記基準によらない。 

① 農山漁村振興交付金（地域資源活用価値創出対策）実施要領（令和４年４月１日



   

   

 

付け３農振第 2921 号農林水産省農村振興局長通知）別記４（以下「農泊実施要領」

という。）別表１の事項１、２、４及び５の事業において、農泊実施要領第３の２

の（１）のイの（エ）に定められた売上額及び年間延べ宿泊者数の目標の判定結果

がいずれもａ判定となった場合はＡ評価とする。 

② 農泊実施要領別表１の事項１の（２）の事業においては、①に加えて、農泊実施

要領第３の２の（１）のイの（オ）に定められた売上額及び料金単価の目標の判定

結果がいずれも a 判定となった場合に限りＡ評価とする。 

③ 農泊実施要領別表１の事項１の（３）の事業においては、①に加えて、農泊実施

要領の第３の２の（１）のイの（カ）に定められたインバウンドの食関連売上額の

目標の判定結果がａ判定となった場合に限りＡ評価とする。 

④ 農泊実施要領別表１の事項１、２、４及び５の事業において、農泊実施要領第３

の２の（１）のイの（コ）に定められた事項が行われていない場合はＣ評価とする。 

⑤ 農福連携型事業（農山漁村振興交付金（地域資源活用価値創出対策）実施要領

（令和４年４月１日付け３農振第 2921号農林水産省農村振興局長通知）別記５の別

表１の事項１及び２の事業）については、ｃ判定が２つ以上又は雇用及び就労の目

標の判定結果がｃ判定となった場合はＣ評価とする。 

なお、事業内容がユニバーサル農園の開設に係るもののみである場合は、「雇用

及び就労」を「当該農園以外で雇用又は就労に至る者の数」と読み替えて評価する。 

⑥ 都市農業共生推進等地域支援事業（農山漁村振興交付金（都市農業機能発揮対策）

実施要領（平成 30年３月 28日付け 29農振第 2293号農林水産省農村振興局長通知）

別紙様式第２号の５の目標を複数設定したものに限る。）については、ｃ判定が１

つ、かつ、目標の達成率の平均が 50％以上となった場合はＢ評価とする。 

３ 事業実施体制の評価 

次の基準により評価する。 

（評価基準） 

Ａ：明確に役割分担されるなど計画どおりに事業実施体制が整備されている場合 

Ｂ：Ａ評価及びＣ評価のいずれにも該当しない場合 

Ｃ：計画どおりに事業実施体制が整備されておらず、かつ、事業実施に重大な支障を来して

いる場合 

４ 総合的評価 

１から３までの評価結果を基に、次の基準により評価する。 

（評価基準） 

Ａ：Ａ評価が半数以上であり、かつ、Ｃ評価がない場合 

Ｂ：Ａ評価、Ｃ評価及び評価対象外のいずれにも該当しない場合 

Ｃ：１又は２がＣ評価である場合 

 ただし、農泊実施要領第３の２の（１）のイの（イ）又は（ウ）に定められた事項が行

われていない場合はＣ評価とする。 

 

第４ 重点指導 

事業承認者は、目標の達成率が 50%未満となっている事業実施主体に対して、別紙様式第３

号により重点的な指導・助言を行うこととする。ただし、農泊実施要領第３の２の（１）のイ

の（イ）、（ウ）又は（コ）に定められた事項が行われていない場合についても重点的な指導



   

   

 

・助言を行うものとする。 

 なお、この重点的な指導・助言を受けて、改善が認められるまで重点指導を行うものとする。 

 

 

第５ 公表 

事業承認者は、別紙様式第５号により、評価対象となる事業実施主体の名称、評価結果、評

価委員会の意見等を原則として評価を行った年度の８月末までに公表するものとする。 

また、第４の重点指導の結果についても別紙様式第４号により併せて公表するものとする。 

 

附 則 

１ この通知は令和５年２月９日から施行する。 

 

附 則 

１ この通知は令和５年４月１日から施行する。 

２ この通知の改正前に採択された事業については、なお従前の例により取り扱うものとする。

ただし、地域活性化対策の農山漁村関わり創出事業のうち農山漁村体験研修の実施並びに情報

の発信及び共有の事業実績の評価については、この通知の第３の２の規定及び別紙様式第２号

を準用するものとする。 

 

附 則 

１ この通知は令和６年４月 17 日から施行する。 

２ この通知の改正前に採択された事業については、なお従前の例により取り扱うものとする。 

  ただし、以下の①又は②に該当する場合は、上記によらず次のとおりとする。 

  ① 農福連携対策及び農福連携型のうち、事業内容がユニバーサル農園の開設に係るものの

みである場合並びに都市農業共生推進等地域支援事業の事業実績の評価については、この

通知の第３の２の（２）の規定を準用するものとする。 

  ② 事業実施体制の評価については、この通知の第３の３の規定を準用するものとする。 

 

附 則 

１ この通知は令和７年５月 29 日から施行する。 

２ この通知の改正前に採択された事業については、なお従前の例により取り扱うものとする。 

 

   附 則 

１ この通知は令和８年５月 28日から施行する。 

 

別表１ 事業評価の対象事業一覧 

 

対策名 事業名 

地域資源活用価値創出対

策 

地域資源活用価値創出推進

事業（地域活性化型） 

活動計画策定事業 

農山漁村関わり 農山漁村体験研修の実施 



   

   

 

創出事業 
情報の発信及び共有 

農村プロデューサー養成

講座の実施 

地域資源活用価値創出推進

事業（農泊推進型） 

農泊推進事業 

人材活用事業 

地域資源活用価値創出整備

事業（農泊推進型） 

市町村・中核法人実施型 

農家民泊経営者等実施型 

 

地域資源活用価値創出推進

事業（農福連携型） 
農福連携支援事業 

農福連携の取組 

地域協議会の設立

及び体制整備 

地域資源活用価値創出整備

事業（農福連携型） 
－ 

都市農業機能発揮対策 
都市農業共生推進等地域支

援事業 
－ 

 

別表２ 提示資料一覧 

 

資料名 作成主体 様式番号 備考 

事業実施主体評価一覧 事業承認者 別紙様式第１号  

評価資料 事業承認者 別紙様式第２号  

事業実施評価書 事業実施主体 ― 

（実施要領に規定） 

 

事業実施計画 事業実施主体 ― 

（実施要領に規定） 

必要に応じて添付 

    

    

重点指導通知 事業承認者 別紙様式第３号 必要に応じて添付 

重点指導結果 事業承認者 別紙様式第４号 必要に応じて添付 

    

事業改善計画書 事業実施主体 ― 

（実施要領に規定） 

必要に応じて添付 

事業改善結果 事業承認者 別紙様式第６号 必要に応じて添付 

 


